
 

東京大学事務組織規則第３条第４項に規定する担当課長について 

平成２８年３月２３日 

総  長  裁  定 

改正 平成２９年７月２０日 

改正 平成３０年３月２０日 

改正 平成３１年３月２８日 

改正 平成３１年４月１８日 

改正 令和 ２年３月２６日 

改正 令和 ３年３月２５日 

改正 令和 ４年９月２２日 

改正 令和 ５年３月２３日 

改正 令和 ６年３月１４日 

 

東京大学事務組織規則第３条第４項の規定に基づき置かれる担当課長は、以下のとおりとする。 

 

担当課長を置く事務組織 職  名 担当する事項 

工学系・情報理工学系等事

務部 

情報理工学系企画調

整担当課長 

情報理工学系研究科における企画調整に関する

事務 

農学部・農学生命科学研究

科事務部 

国際化推進支援担当

課長 

国際交流及び留学生受入事業等の推進並びに大

学院教育における国際化の促進に関する支援事

務 

教養学部等事務部 施設担当課長 駒場Ⅰキャンパスの施設整備に関する事務 

宇宙線研究所事務部 神岡地区担当課長 附属神岡宇宙素粒子研究施設、附属重力波観測

研究施設及びその他神岡地区施設の管理統括に

関する事務 

 

附 則 

この裁定は、平成２８年４月１日から実施する。 

附 則 

この裁定は、平成２９年８月１日から実施する。 

附 則 

この裁定は、平成３０年４月１日から実施する。 

附 則 

この裁定は、平成３１年４月１日から実施する。 

  附 則 

この裁定は、令和元年５月１日から実施する。 

附 則 

この裁定は、令和２年４月１日から実施する。 

附 則 

この裁定は、令和３年４月１日から実施する。 

附 則 

この裁定は、令和４年１０月１日から実施する。 

附 則 

この裁定は、令和５年４月１日から実施する。 

附 則 

この裁定は、令和６年４月１日から実施する。 


